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丘壼
・袴
狭
遺
跡

所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
出
石
郡
出
石
町
袴
狭
字
内
田
、
字
谷
外

調
査
期
間
　
　
第
八
次
調
査
　
一
九
九
四
年

（平
６
）
六
月
１

一
二
月

第
九
次
調
査
　
一
九
九
五
年

一
月
―
二
月

発
掘
機
関
　
　
兵
庫
県
教
育
委
員
会

調
査
担
当
者
　
大
平
　
茂

・
鈴
木
敬
二

・
中
村
　
弘

・
岡
　
昌
秀

服
部
　
寛

遺
跡
の
種
類
　
官
衛
遺
跡

・
祭
祀
遺
跡

・
水
田
跡

遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
１
平
安
時
代

。
中
世

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

す
る
遺
跡
が
点
在
す
る
。
当
該
遺
跡
の
調
査
に
は
、
小
野
川
放
水
路
建
設

（県

教
委
担
当
）
と
圃
場
整
備
事
業

（町
教
委
担
当
）
に
伴
う
事
前
調
査
及
び
国
庫
補

助
金
に
よ
る
学
術
調
査

（町
教
委
担
当
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
た
過
去
の

調
査
成
果
か
ら
み
る
と
、
主
に
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
官
行
跡
及
び
条
里

制
に
の
っ
た
水
田
地
帯
と
推
定
で
き
、
前
記
遺
跡
と
あ
わ
せ
れ
ば
行
政

・
居
住

の
場
、
祭
祀
の
場
、
生
産
の
場
と
い
う
有
機
的
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

「袴
狭
遺
跡
群
」
と
し
て

一
括
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

特
徴
は
、
祭
祀
を
執
行
し
た
場
所
で
あ
る
祓
所

（砂
入
遺
跡
ほ
か
）
と
、
こ

れ
に
使
用
し
た
祭
祀
関
係
の
木
製
品
が
極
め
て
良
く
残
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

人
形

・
馬
形
を
は
じ
め
と
す
る
木
製
祭
祀
具
の
分
布
範
囲
は
広
く
、
東
西
約

一
・
五
臨
、
南
北
約

一
臨
に
及
び
、
そ
の
出
土
量
は
約
四
万
点
を
数
え
る
。
こ

れ
ら
遺
物
の
出
土
層
位
は
現
地
表
下

一
―
二
ｍ
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
洪
水
砂

に
覆
わ
れ
た
人
世
紀
―

一
〇
世
紀
代
の
水
路
及
び
水
田
層
で
あ
る
。

今
回
報
告
す
る
の
は
、
袴
狭
遺
跡
の
第
八
次
調
査
、
第
九
次
調
査
に
あ
た
る
。

調
査
面
積
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
四

一
一
ポ
、
七
〇

一
ド
で
あ
る
。

一　
第
八
次
調
査

調
査
区
は
此
隅
山
北
山
麓
の
水
田
部
に
位
置
し
、　
一
九
九
〇
年
度
の
確
認
調

査

（本
誌
第
一
三
号
）
で
掘
立
柱
建
物
、　
一
九
九
二
年
度
の
出
石
町
教
委
の
調

査

（同
一
五
号
）
で
は
礎
石
建
物

・
掘
立
柱
建
物
な
ど
を
発
見
し
て
お
り
、
奈

良

・
平
安
時
代
の
居
住
区
域
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
四
時
期
の
遺
構
面
の
調
査
を
行
な
っ
た
。
第

一
面
は
中
世

（室

袴
狭
遺
跡
は
兵
庫
県
の
北
部
、

豊
岡
市
市
街
地
か
ら
南
東
へ
約

七
ｈ
に
位
置
し
、
円
山
川
の
支

流
で
あ
る
小
野
川
と
袴
狭
川
に

挟
ま
れ
た
沖
積
低
地
に
立
地
し

て
い
る
。
標
高
は
五
―
八
ｍ
で

あ
る
。
同
低
地
内
に
は
、
砂
入

遺
跡

。
荒
木
遺
跡

・
田
多
地
小

谷
遺
跡
な
ど
官
衛
の
様
相
を
呈

(出 石 )



1994年 出上の木簡

町
時
代
）、
第
ニ
ー
四
面
が
奈
良
１
平
安
時
代
で
あ
る
。

検
出
し
た
遺
構
は
、
第

一
面
に
此
隅
山
城
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
溝
、

第
二
面
は
礎
石
建
物
、
第
三
―
四
面
に
は
掘
立
柱
建
物
と
こ
れ
ら
の
建
物
に
伴

う
溝

。
道
路
状
遺
構
な
ど
が
存
在
す
る
。
建
物
群
は
連
続
す
る
か
ど
う
か
明
ら

か
で
な
い
が
、
掘
立
柱
か
ら
礎
石
建
物
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
、　
一

〇
世
紀
前
後
で
あ
ろ
う
。

木
簡
は
、
第
三
面

（い
ｌ
⑩
）

。
第
四
面

（ω
ｌ
①
）
の
遺
構
上
面
遺
物
包

含
層
及
び
溝
内
か
ら
計

一
〇
点
出
上
し
た
。
共
伴
遺
物
に
、
曲
物

・
挽
物
な
ど

の
木
製
品
が
あ
る
。
そ
の
他
、
今
回
の
調
査
で
は
鈴
帯

・
石
帯
が
あ
わ
せ
て

一

五
点
あ
り
、
銭
貨

（神
功
開
賓
▼

円
面
硯

・
輪
羽
口
・
土
錘
な
ど
も
認
め
ら
れ

た
。
土
器
に
は
緑
釉

。
灰
釉
陶
器
、
須
恵
器

・
土
師
器
が
あ
り
、
「秦
浄
」
「秦

成
」
「秦
安
」
「秦
磐
」
「讃
西
」
「本
府
」
「出
領
」
「雄
殿
」
「南
」
「西
」
「今
」

「沓
」
「大
」
「生
」
な
ど
約
九
〇
点
の
墨
書
土
器
も
出
土
し
て
い
る
。

一
一　
第
九
次
調
査

調
査
区
は
、
第
八
次
調
査
の
東
隣
の
水
田
部
で
あ
る
。
当
地
点
の
検
出
遺
構

は
、
水
田
跡
三
面

（中
世
―
平
安
時
代
）
と
そ
の
下
層

（奈
良
―
平
安
時
代
）
の
河

道
で
あ
る
。
河
道
に
は
、
杭
列
の
護
岸
施
設
が
認
め
ら
れ
た
。

木
簡
は
、
第
三
面
上
遺
物
包
含
層

（⑮
）
及
び
下
層
の
河
道

（⑫
ｌ
⑭
）
か

ら
計
四
点
出
上
し
た
。
共
伴
遺
物
に
は
、
人
形

・
馬
形
な
ど
の
本
製
祭
祀
具
が

あ
る
。
こ
れ
ら
遺
物
は
流
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
上
流
域
に

遺
跡
の
本
体
が
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

〔
浩
ヵ
〕

・絶狭醜勘狭物物大酸鳥出石郷剛酬
桑際跡
調防船
＝

〔
浩
ヵ
〕
　

　

【
銭
銭
ヵ
〕

鵡
蟻錦
鋼
胤
Ψ
』

□
□
□

・
得
得
得
得
得
神
宮
部
形
麻
物
□
　
　
　
　

（偉
）掴
遡
週
粗
錮

。
「子
謂
公
冶
長
可
妻

名
右
為
個
符
捜
求
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（霞
ｙ
］衰
り
恩

但
馬
郡
出
石
郡
高
椅
里
長
〔酪
臣
ビ

(1)一(4)
木
簡
の
釈
文

・
内
容

第
人
次
調
査

「讃
西
」

「讃
支
西
」

「日
――
□
部
口
□

「
＜
日

□
□

『古
支
口
□
』

「今
日
物
忌

（遥
９
×
懇
×
卜
　
ｏ
毬

齢
ω儲
×
価
８

ｏ
Ｐ

耐
Ｐ嵌
×
価
（Ｐ
じ
　
ｏ
２

含
］
じ

×

６

ｅ

×
卜
　
ｏ
碑
ｏ

（Ｐ卜
『
）
×
］Φ
×
『
　
ｏ
∞Φ

含
Ｎｅ
×
囀
×
釦

自
Φ
　

６



①

　

日

□

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

（岸μμＩ

漂

需
Φ

ω
は
習
書
で
あ
る
。
②
は
、
表
は

『論
語
』
公
冶
長
第
五
に
、
「子
謂
公
冶

長
可
妻
也
。
雖
在
繰
綾
之
中
。
非
其
罪
也
。
以
其
子
妻
之
。」
と
あ
る
の
を
習

書
し
た
も
の
。
裏
は
こ
れ
と
別
筆
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
課
役
を
免
除
す
る
際

に
発
行
す
る

「翻
符
」
の
文
字
が
注
目
さ
れ
る
。
③
は
、
国
郡
里
制
の
時
期
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
出
石
郡
高
椅
里
は
現
但
東
町
佐
々
木

・
久
畑
な
ど
の
南
部
地

域
に
比
定
さ
れ
る
。
い
０
は
挽
物

（木
皿
）
底
部
に
記
さ
れ
た
文
字
で
、
墨
書

土
器

「讃
西
」
と
と
も
に
讃
岐
氏
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、

〇
三
二
型
式
で
墨
の
な
い
も
の
が

一
点
出
上
し
て
い
る
。

一
一　
第
九
次
調
査

「【隆
酢
左
酪
□
酔配
□
西〔鴎
酪
酔
篠
下

（
的
ヽ
〇
）
×
ヽ
〇
×
い
　
ｏ
Ｐ
Φ

（
卜
ω
∞
）
×
卜
『
×
Ｏ
　
ｏ
⇔
Ｐ

⑭
　
醍
欧
酌
剛
眈
臥
恥
靴
回

０
　
。
語
部
日

□

。
日
日
日□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
ｏ∪
×
］∞×
”　
⇔常

ぃ

　

「出
石
郷
秦
部
牛
万
呂
騨
口
．秦
計
旅
．一人

〔
己
咀
錮

・桑
□
」

い
の
年
号

（宝
亀
九
年
）
は
、
遺
跡
の
性
格
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
同
遺
跡

出
土

（
一
九
八
八
年
度
出
石
町
教
委
調
査
、
本
誌
第
一
一
号
）
の
荷
札
木
簡

（延
暦

一
六
年
）
と
と
も
に
但
馬
国
府
移
転
前

（延
暦
≡
二
年
）
の
も
の
と
し
て
注
意
さ

れ
よ
う
。
①
の
語
部
は
、
平
城
宮
出
上
の
木
簡

（『平
城
宮
木
簡
』
二
十
二
七

一

五
）
に
も
養
父
郡
老
佐
郷

（現
八
鹿
町
小
佐
）
の
村
長
と
し
て
の
記
載
が
あ
る
。

な
お
、
②
Ｏ
は
木
簡
を
削
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
人
形

・
斎
串
に
転
用
し
て
い
る
。

い
で
は

「
戸
口
秦
部
旅
人
」
の
右
横
に
、
「本
」
の
文
字
と
計
四
カ
所
の
短

い
横
線
を
引
く
画
指
が
注
目
さ
れ
る
。
長
屋
王
家
木
簡
以
外
、
地
方
で
は
初
め

て
の
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
〇
三
二
型
式
で
墨
の
な
い
も
の
が
三
点
出
土
し

て
い
る
。

釈
読
に
つ
い
て
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
寺
崎
保
広
氏
の
ご
教
示
を
え
た
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
小
野
川
放
水
路
建
設
事
業
に
伴
う
砂
入
遺
跡

・
袴
狭
遺

跡

・
入
佐
川
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、　
一
九
九
二
年
度
で
完
了
す
る
。
こ
れ
ま
で

の
調
査
で
は
、
大
量
の
木
製
祭
祀
具
を
は
じ
め
重
要
な
遺
物
が
次
々
と
出
上
し

た
。
し
か
し
、
袴
狭
遺
跡
に
し
て
も
遺
跡
の
本
体
を
発
掘
し
て
い
る
と
は
思
え

な
い
。
そ
の
た
め
、
但
馬
第

一
次
国
府
か
、
出
石
郡
行
か
、
地
元
豪
族
の
居
館

な
の
か
、
遺
跡
の
性
格
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。
遺
物
が
上
流
か
ら
流
さ

れ
て
き
た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
を
究
明
す
る
た
め
に
、
今
後
は
袴
狭
川

上
流
域
の
圃
場
整
備
事
業
か
ら
除
外
さ
れ
た
地
区
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

９
　
関
係
文
献

兵
庫
県
教
育
委
員
会

『袴
狭
遺
跡
現
地
説
明
会
資
料
』
全

九
九
四
年
）

出
石
町
教
育
委
員
会

『袴
狭
遺
跡
内
田
地
区
発
掘
調
査
概
報
』
全

九
九
五

年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
平
　
茂
）




